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「五等爵制」再考

石 黒 ひさ子

要 旨 本 稿 は貝 塚茂樹 の五等爵制 に関す る論 考の再評 価 を試 み た ものであ る。 貝塚 は

『左伝』 を用 いて五等爵制 の起原 を考察 した。 その結果,斉 と魯 に五等 爵制の起原 とな

る三等制が それ ぞれ存在 していた ことが判 明 した。 これが貝塚の論考 で最 も評価す べき

点で ある。貝塚 の考 えでは五等爵制 の起原 は春秋 末期の会盟時の序列 に存在す る。

中国古典の伝統的 な見方 では 「五等 爵」 は古来 よ り存在 した ことになって いる。五等

爵制をめ ぐる初期 の研究 では,そ のよ うな見方 が否定 され,五 等爵制 とは戦 国期以 降に

創 成 された もの と考え られた。 しか し国ご との称号 がほぼ一定 して いることが文献 や金

文 資料か ら明 らか にされ た。 これによ り五 等爵制 は西周 期以来の連続性が議論 され るよ

うにな り,春 秋 末期 に五 等爵制 の起原 をみ る貝塚 の見解 には注意が 払われ てこなか っ

た。

ところが暦の画期が明 らか になったことで,貝 塚 の論考 へ も新たな評価が可能 となっ

た。 最近 の研究か ら,観 象授時暦か ら暦法計算 による暦 への画 期は戦国中期 にあ ること

が判 明 した。また新 しい暦 は戦 国期 の各国 ごとに作 られていた。 この暦の研究か ら 『春

秋』,『左 伝』,『公羊伝』等文献 が戦 国中期 の編纂物 であ ることもわか った。

貝塚 は 『左伝』 において五等爵制の起原 として斉案 と魯案 とい う2つ の案 を発見 した。

これは既 に存在 した 「称号」 を用 いて,序 列 を制度化 した案 が国 ごとに存在 した ことを

意 味する。 この 「称号」か ら爵位制へ の変化 は,新 たな制 度が国 ごとに見 られ るという

点 において戦国 中期 にお ける暦の変化 と類似す る。 これは戦国中期に 「西周以来 の伝統」

のよ うに見え る制度を創 り出す という努力 が行 われたこ とによ る。貝塚の五等爵制 の論

考 はその具 体的事例を示す もので あった。五等爵制 の起原 とな る制度を貝塚 は2案 指摘

した。暦 が国 ごとに存在 して いたように,爵 位制度 も国 ごとに存在 していた と考え られ

る。五等 爵制を理 解す るには,貝 塚が指摘 した以外 の具体 的事 例について も考察が必要

であ る。

キーワー ド:五 等爵制,『 春秋』,『左伝』
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は じ め に

五等爵制とは何かを論ずるとき,必 ず提示 されるのが,次 の 『孟子』万章下と 『札記』王制

か らの引用である。

北宮鏑問云日,周 室班爵禄也如之何,孟 子日其許不可得聞也,諸 侯悪其筈己也,而 皆去

其籍,然 而輌也嘗聞其略也,天 子一位,公 一位,侯 一位,伯 一位,子 男同一位,凡 五等也,

君一位,卿 一位,大 夫一位,上 士一位,中 土一位,下 士一位,凡 六等,天 子之制地方千里,

公侯皆方百里,伯 七十里,子 男五十里,凡 四等。不能五十里不達於天子,附 於諸侯,日 附

庸。天子之卿,受 地視侯,大 夫受地視伯,元 士受地視子男。大國地方百里,君 十卿緑。卿

緑四大夫,大 夫倍上士,上 士倍中土,中 土倍下士。下士與庶人在官同様。緑以代其耕也。

次國地方七十里,君 十卿緑,卿 緑三大夫,大 夫倍上士,上 士倍中士,中 土倍下士,下 士與

庶人在官者同線。緑足以代其耕也。小國地方五十里,君 十卿緑,卿 緑二大夫,大 夫倍上士,

上士倍中土,中 土倍下士,下 士與庶人在官者同様。緑足以代其耕也。(『孟子』万章下)

王者之制緑爵。公侯伯子男凡五等。諸侯之上大夫卿 ・下大夫 ・上士 ・中土 ・下士凡五等。

天子之田方千里,公 侯田方百里,伯 七十里,子 男五十里。不能五十里不合於天子,附 於諸

侯日附庸。天子之三公之田視公侯。天子之卿視伯。天子之大夫視子男。天子之元士視附庸。

諸侯之下士,視 上農夫,緑 足以代其耕也。中土倍下士,上 士倍中士,下 大夫倍上士,卿 四

大夫緑,君 十脚線。次國之卿三大夫緑,君 十卿緑。小國之卿倍大夫豫,君 十卿緑。(『礼記』

王制)

『孟子』は,北 宮鋳に問われた孟子が,「 其れ詳を聞 くを得べからず」,「嘗て其の略を聞く」

と伝聞したことであると断 った上で周爵禄について語 り始めてお り,こ れは 『札記』が 「王者

之禄爵を制す」と言い切っているのと対照的である。 しか し内容には似た点が多いようにも見

える。爵禄に関わる内容を図示すると次のようになる。

天子 公 侯 伯 子 ・男
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2

(五十里四方)

小国

君

卿

大夫

上士

中士

下士



「五等爵 制」再考

〔天子〕 公 侯 伯 子 男

千里四方)
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[附庸](五 十里 四方未 満)

図2『 札記』王制

(五十里四方)

小国

君

卿

爵制について,『孟子』万章は天子 ・公 ・侯 ・伯 ・子男として,子 と男を1つ の爵位にし,

天子を含めて五等に分 けている。これに対 し 『札記』王制は公 ・侯 ・伯 ・子 ・男の天子を含ま

ぬ五等とする。「四方」で表現 された領域は 『孟子』,『札記』 ともに天子 ・公侯 ・伯 ・子男で

区別 される。また天子の臣下は 『孟子』では卿 ・大夫 ・元士の三等,『 礼記』では三公 ・卿 ・

大夫 ・元士の四等に分かれる。細部に違いはあるが,い ずれも 「公侯伯子男」を基準としてい

るようにみえる。 しか し,こ の2つ の資料を検討 した貝塚茂樹は,そ の比較か ら爵について異

なる2つ の理論が含まれていることを早 くに看破 しているのである(1)。

『礼記』王制が公侯伯子男の五等とするのに対 し,『孟子』万章は天子を除 くと 「公 ・侯 ・伯 ・

子男」の四等にしかならない。 また領域については王制 ・万章双方 とも同様な記載であって,

天子を除 くと 「公侯 ・伯 ・子男」の三等制とな り,前 記の五等或いは四等爵制との間に矛盾を

内包 している。「天子」が問題 となるかにみえる部分だが,貝 塚はここで 「爵」 とは何である

かをまず考え,「 爵」は単なる称号ではなく,上 下の位級を形成 していなければならないとい

う。爵制が上下の位級であることを考慮すれば,王 制の五等が最 も完成 した形である。従って

万章の 「子男」のように1つ の位級に子 ・男2つ の呼称があるのでは,そ れぞれは称号にしか

な らず,爵 位としては不完全なのである。「公侯」 も併せて1つ の位級 とすると,こ れも称号

としての意味 しかない。貝塚が 「爵号」 と 「称号」の違いを明確にしたことは,す ぐれた指摘

といえよう。

『孟子』万章 と 「札記』王制には五等の称号 と 「公侯 ・伯 ・子男」の三等制が併存すること

を明 らかにした貝塚は三等制に着 目し,そ れが 『左伝』に如何に現れているかを追求した。だ

がそこで提起された見解は,そ の後の五等爵制研究に十分に反映されてはいない。貝塚の結論

は 『春秋』,『左伝』の成書にも関わる重要な視点を含んでいる。そこで本稿では近年の五等爵

制研究史における貝塚の研究の意味を探 るとともに,そ の再評価を試みたい。
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一 「五等爵制」研究 をめ ぐって

周王の下の公 ・侯 ・伯 ・子 ・男の所謂 「五等爵」について金文資料を用いて検討 した王世民

は,西 周春秋の爵制研究に関する王国維以来の研究を紹介 している(2)。王国維は爵称の問題を

全面的に取 り上げることはなかった③が,傅 期年ω,郭 沫若⑤,楊 樹達⑥等によって伝統的な

五等爵説には否定的な態度が表明された。彼らの研究によ り天子の下に公 ・侯 ・伯 ・子 ・男と

して諸侯が序列化され,五 段階の爵位が体系化されていたという解釈は,西 周,春 秋期におけ

る実際の姿とは異なることが明 らかにされたのである。これらの研究ではまた古代の爵名は1

つに特定されたものではないことが強調 され,「五等爵」とは後代の人間によって創成 された

ものであると考えられた。・また王世民は陳繋の研究にも言及 しているω。陳藥は金文資料 も含

めて列国の爵位等を検討 し,そ の結果やは り諸侯の爵位は一定ではないとみなしている。

しかし,諸 侯の称号は全 く不定 というわけでな く,む しろほぼ一定化 していることは盟同和

によって指摘されている(8)。また陳桑 も傅期年の説に対 して次のような異論を呈 している〔9)。

すなわち傅期年は 「五等爵」の公 ・伯 ・子 ・男は家族内の呼称に由来 し,侯 は武士の意味であっ

て,呼 称によって諸国間に序列があったわけではないこと,戦 国期に諸国が軍国化する中で本

来の呼称の意味 とは異なり,序 列を示す爵禄となっていったことを指摘 した㈹。 これに対 し

て,陳 契は 『春秋大事表』をもとに春秋列国史料を広 く収集 した結果,爵 称は家族内の呼称を

起原 とすることは正 しいが,爵 称相互の序列化が戦国に始 まったという点には疑問を呈 したの

である。

五等爵に関わる爵号は股以来存在することから,そ の初めにおいてはひとつの制度ではなかっ

たにしても,呼 称として用いられてい くうちに,自 ずと上下の区別が現れ,西 周成王,康 王以

降には制度になっていたのではないかと棟梁は考えた。そ して彼は西周時代に五等爵は存在 し

たとみなし,そ の遺制は魯史に記されたであろうとする。さらに,こ の結論に基づいて 『春秋』

にみえる列国の五等爵は幾つかの例外を除いてやはりほぼ一定であったことを指摘する。

しかし一方で陳藥は諸候の爵位は一定でないことも言っている。これは,周 が制度化 しよう

としても,列 国にはそれぞれ旧来の習慣があり,周 の爵制は厳守されなかったためと陳薬は考

察 している。それは諸侯側の事情によるもので,『 左伝』のように列国の諸史料を用いた文献

で爵号が一定 しないのもそのためであると陳葉はいう。つまり陳薬によれば 「五等爵制」は存

在 しなかったのではなく,十 分 に行 き渡 らなかったというわけである。実際には爵位は一定で

はないことを指摘 してはいるが,周 の制度に五等爵があったとする陳藥の考えは,戦 国時期に

なって爵号が序列化されたという傅期年説とは実はかなり異なる見方である。

陳藥は西周の礼制は爵位 によって実行 されたとし,『札記』等の経典にみえる 「五等爵制」

は周が実行 しようとした制度であると考えている。だがその経典 自体の成書時期はやはり戦国
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以降であり,西 周に五等爵があったと考えるには疑問が残 る。ただ,こ こで傅期年の意見に陳

藥が敢えて異論を唱えたことには着目すべきである。

五等爵 とされる 「公 ・侯 ・伯 ・子 ・男」の呼称が西周,春 秋期に,実 際にどのように用いら

れたかを同時代資料 となる金文を用いて分析 したのが王世民である(")。彼の研究より以前に

金文を用いて五等爵制を検討 したものは,制 度としての五等爵制が存在したか否かを問題とし

ていた。王世民は 「爵号」がどのように用い られているかを考察 した点で,以 前 に金文を用い

て五等爵を検討 したものと異なっている。

その結果,爵 称としては 「侯」が一般的であること,西 周時代の 「公」は王の卿士であり

「伯」は畿内の小国の君主であることが析出され,「子」・「男」は資料が少な くはっきりしない

と王世民はいう。また侯国では現在の君主に対 して 「侯」,既 に死去 した君主 に 「公」を用い

る例も王世民は報告 している。彼は爵号として 「公」を用いるのは,西 周期は王の卿士であり,

春秋期になると宋 ・秦以外は小国が用いているという。そして諸侯の称号はほぼ一定している

という盟同和の指摘を引用 し,幾 つかの例外を除けばこれ らの 「爵号」はみな一定 して用いら

れ,『春秋』に記載された爵称とも多 くの国が一致することも指摘 している。

五等爵制を周の遺制 とみた陳藥は 『春秋』に五等爵制が反映されているとした。だが,王 世

民は 『公羊伝』隠公六年にある 「天子は三公を公と称 し,王 者之後は公 と称 し,其 の余大国は

侯 と称 し,小 国は伯 ・子 ・男を称す」㈹ の 「公 ・侯 ・伯子男」の三等制が金文資料の内容 と類

似することを指摘する。更に,こ の一致は偶然ではなく,『公羊伝』三等制 には西周 ・春秋期

に定められていた爵称の存在が反映 されたためであるとも述べている。

陳藥が指摘 した 「春秋』における五等爵制は竹内康浩と吉本道雅によっても検討 された。ま

ず竹内が 『春秋』 における五等爵制の問題を考察 した㈹。陳桑が西周の遺制を反映させた文

献 とみた 『春秋』 は,竹 内も 「「五等爵制」の実在を佐証するかの如き書物」 としているが,

「実はその中に,寧 ろ 「五等爵制」の非実在性を蔽いがたく内包 していることが判明 した」と

結論 している。一方で 「五等爵制」は全 く創作によるものではな く,西 周初期に 「封建」 され

た侯 と伯の存在がその下敷きとなっているという。金文資料については,西 周金文によって侯

には(1>周の封建 した侯(a周 王朝関係者が封ぜ られた侯,b周 王朝関係者以外が封ぜられた侯)

と②股以来の侯があ り,伯 には(1凋王朝関係者が封ぜられた伯と②周王朝関係者以外の伯があ

り,『春秋』から導き出されるのは侯の(1)aと 伯の(1>があるという。

竹内が 「五等爵制」の非実在性を内包するとす る論拠の一つには子爵の検討がある。『春秋』

で子爵 とされながら,実 は周によって封建されたとは認められない国々があり,こ れは春秋中

期以降に会盟に参加するようになった雑多な国々の受け皿 として 「子」は機能 していたのであっ

て,「五等爵制」が制度であったとは認められないという。つまり陳桑は 『春秋』を西周の遺

制とみたのだが,竹 内の分析によれば 『春秋』は見掛け上,五 等爵制を制度としながら,実 は
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五等爵制 とは関係のない記述であるということになる。 このように 「五等爵」は実在 しなかっ

たという竹内の観点は傅期年,郭 沫若 らの研究における立場に近い。

吉本は,竹 内が資料的性格の相違から五等爵制の検討 において春秋金文を排除 しているのに

対 して,春 秋金文相互,あ るいは春秋金文と 『春秋』の見掛け上の矛盾にこそ五等爵理念の成

立を解明す る上での手掛かりがあるとし,そ こか ら五等爵理念の成立過程を解明 してい く㈲。

これはかって 「疑古派」が春秋金文 において諸侯 に複数の 「爵」が自称されていたことを根拠

として 「爵」の不特定性を主張 し,見 掛け上の矛盾によって文献資料を一方的に否定 したこと

に対する批判 ともなっている。批判の内容か ら 「疑古派」とされるのは傅期年,郭 沫若 らの研

究であると思われる。

吉本の論文では,金 文資料のうち列国に 「公 ・侯 ・伯」の序列があること,『春秋』経文で

も,こ の 「公 ・侯 ・伯」の序列を西周期以来の王朝的秩序として理解することができることか

ら,『左伝』で もこれを根拠に五等爵理念が形成 されたことが明かされる。また経文の 「爵」

は魯の立場での改変を想定すべきとする。魯は周辺諸国の 「爵」につき自国の優越を主張する

ため睡記 を行 ったが㈹,序 列の意識 されない部分 では必ず しも睡記されるわけではないとし

て,こ こに 『春秋』経文そのものや 『春秋』と金文資料との間における見掛け上の矛盾の存在

の一因があると考えられている。『春秋』については見掛け上矛盾があるが,む しろ,そ の矛

盾により,序 列が既に存在 していたことが理解されるという。竹内が 『春秋』の記載における

矛盾点か ら 「五等爵」が実在 しなかったとみなすのとは異なる結論である。

「疑古派」による五等爵制の否定については,吉 本の論説以前に,盟 同和が爵号はほぼ一定

に存在することを示 し,こ れは陳繋や王世民にも受け継がれている。陳藥は 『看i秋』には西周

の遺制 として五等爵制が示されていると考えたが,竹 内によって 『春秋』は五等爵制の非実在

性を内包することが指摘された。これにより 『春秋』を周の制度と関係 させることには疑問が

生ずる。 さらに吉本は 『春秋』は魯によって改変されたものであることを指摘 し,こ れによっ

て 「爵」に見掛け上の矛盾が現れたことを論 じた。

金文資料の記述か ら考察 した王世民もまた,「爵」は不定であり五等爵制は全 く存在 しなか っ

たという意見には同意 しない。そして,盟 同和が主張した爵号はほぼ一定 して存在するという

意見に賛同 し,爵 位の序列は 『公羊伝』の 「公 ・侯 ・伯子男」の三等制に対応すると述べてい

る。王世民はまた 「子」と 「男」については実態がはっきりしないとも述べている。このこと

か ら金文資料からは 「公 ・侯 ・伯」 という序列が考えられることになる。

これは吉本が示したように 『春秋』,さ らに 『左伝』が五等爵制を形成 してい く上で根拠 と

した序列と同じものであり,王 世民が指摘 したように 「公羊伝』にその理論が記されているこ

とが判明する。つまり文献資料上から 「五等爵制」の成立過程を考えるのであれば,こ の 『公

羊伝』の三等制を検討 しなければならない。

6
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この三等制を早 くに論 じたのが貝塚茂樹である。貝塚は五等爵制の成立について,主 に 『左

伝』を用いて考察 した。 その論点の1つ は 『公羊伝』 にみえる 「公 ・侯 ・伯子男」三等制が

『左伝』の理論としても存在するか否かである。 ここにおいても貝塚の先見性は明らかであり,

五等爵制を理解するには貝塚の研究の再評価は不可欠といえよう。『公羊伝』三等制か ら 『左

伝』を分析 した結果,『 左伝』には 「公 ・侯 ・伯子男」 と 「伯 ・侯 。子男」の2つ の三等制が

存在 し,こ れが 「五等爵制」理論を持つ他の文献へと系統 していると貝塚は述べている。『左

伝』に五等爵制の原型 となった制度が複数存在 していることは,貝 塚以後の五等爵制研究では

考慮されてこなか った。

そこで,次 に貝塚が五等爵制の成立をどのように考えたのかを検証 してみたい。

二 『左伝』 にお ける2つ の三 等制

王世民 も指摘 したように,『公羊伝』には 「公 ・侯 ・伯子男」の三等制が存在する。貝塚の

研究では,こ れが 『左伝』に共通するか否かがまず検討されている。この三等制は先に 「孟子』

万章,『 札記』王制の記載から理解 された 「公侯 ・伯 ・子男」「とは異なるものである。

『左伝』昭公13年 伝文に 「鄭伯は男なり」⑯ という一節がある。こc)一節か ら 「伯」と 「男」

は一爵であると解釈すれば,「公羊伝』の 「伯子男」 と一致す る。だが傅期年の意見に賛成す
し

る顧頷剛は 「公 ・侯 ・伯 ・子 ・男」は周代に実在せず,『 書経』康詰に見える 「侯 ・旬 ・男 ・

采 ・衛」が真の五等爵であって,『 左伝』の 「鄭伯は男な り」は定公四年の 「曹伯は旬爲 り」

と同 じように 「伯」は長の意味で,そ れぞれ男の長,旬 の長であると解釈す る㈹。 これによ

ると 「伯男」を一爵 とみなす根拠はな くなる。

また紀国の称号が 「伯」,「子」 となる問題 も貝塚はとりあげている。『春秋』荘公27年 経文

は 「杞伯来朝す」 と 「杞伯」 と書かれているが,僖 公23年 経文,僖 公27年 経文,嚢 公29年

経文では 「杞子」である。僖公23年 経文 「冬十有一月。杞子卒」に対 して,『左伝』は僖公23

年伝文に 「杞成公準。書 して子と曰 う。杞は夷な り」㈹ と述べる。僖公27年 経文 「春杞子来

朝す」には 『左伝』僖公27年 伝文に 「春。杞桓公来朝す。夷礼を用 う。故 に子 と曰う。公杞

を卑 しみ,杞 共にせず」(19>とあ り,嚢 公29年 経文 「杞子来たりて盟す」には 『左伝』嚢公29

年伝文は 「杞文公来たりて盟す。書 して子 と曰うは之を賎 しむなり」(20)とある。「杞伯」であっ

た紀国を 「相子」と 『春秋』は記述 した。 これを 『左伝』は魯公が紀国を賎 しみ,疑 めて 「杞

子」としたと述べている。ここから伝統的な解釈では 『春秋』の編者孔子が杞を罰するために

魯史を書き換え,「杞伯」であったものを 「杞子」 に既めたと理解 してきた。 この解釈によれ

ば 「伯」と 「子」は上下の関係にあり,こ れが 「伯」 と 「子」が一爵ではないという最 も有力

な根拠となっていることを貝塚は述べる。なお杞国は桓公3年,12年 経文では 「杞侯」 とも

記 され,「春秋』経文において杞国には侯 ・伯 ・子の3つ の称号が用いられて もいる。
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貝塚の 『左伝』に関する検討で特徴的なのは,『左伝』から春秋期の史料 とな りうる原本的

部分を的確に抽出するための努力である。『左伝』 には五等爵制を解説 した部分がある。貝塚

は,そ れがどのような文脈で現れたかに注意する。特に劉逢禄の解釈⑳ を参考に,「書目」や

『春秋』経文 に筆削を加えた部分は,後 に加えられた部分 として慎重に扱っている。その結果,

「五等爵制」や,「爵位」の上下に関する議論のほとんどが,『 左伝』の中で後に付け加えられ

た部分であることが判明する。 これにより 「書目」による紀国の事例は 『左伝』が原本 とした

資料上の記載でないことがわか り㈱,「 伯 ・子 ・男」を一爵 とみなさないための最有力である

根拠 は消滅す る。

「侯 ・旬 ・男 ・采 ・衛」についても,『左伝』の 「君子謂」以下の叙述の内容は 『左伝』の原

本的部分に対 して,よ り遅い時期に成立 したことを貝塚は示 し,後 の時期になって出来た序列

であると彼は見ている。『左伝』で五等爵制の存在を明確に示すのは嚢公15年 の 「君子謂」に

始 まる文章の中の 「王及び公 ・侯 。伯 ・子 ・男 ・旬 ・采 ・衛大夫」 という記述である㈱。 こ

れは 『書経』康諾にも関係するが,こ の部分は錯簡が疑われる部分であり,貝 塚 もまた 「采」

字の存在からこの部分の成立 した時期の遅いことを指摘する(24>。そのため 「伯 ・子 ・男」 を

一爵としない根拠もまた消えることになる。「伯子男」を一爵とみるのは前述の昭公13年 の他,

昭公4年 伝文 に鄭子産が 「伯子男の公に会するの礼を献ず」 ということを行 った例がある。こ

の2つ は 『左伝』の原本部分より抽出されたと貝塚は考察 し,こ れが 「公 ・侯 ・伯子男」の最

も強い証拠 となる。

ところが 『左伝』哀公13年 伝文に魯子服景伯による会話文があり,こ こでは 「伯は諸侯を

合 し,則 ち侯は子男を帥い,以 て伯に見ゆ」㈱ と述べられている。これは 「伯 ・侯 ・子男」の

三等爵と見なせるもので,非 常に異色な記事であるとして貝塚は紹介 している。「公 ・侯 ・伯

子男」の根拠は 『左伝』に2例 あり,い ずれも鄭の子産に関わる。 これに対 し 「伯 ・侯 ・子男」

の根拠 となる哀公13年 伝文は魯の子服景伯の言である。この2つ の例を貝塚は,魯 及び鄭の

二賢者の辞令に現れる覇者の会盟に際する諸侯の列位及びこれに準 じる貢賦の等級制の問題は,

左伝の諸侯爵制を論ずるに当たっては頗る貴重な史料を提供するものであると評価する。

『左伝』原本部分に存在する諸侯五等爵制に関わる記述や諸侯の間の爵による身分差は,未

だ完成 したものでないことを以上の考察か ら貝塚は確認 している。だが 『左伝』における諸侯

の国の格式には 「大国 ・小国」,や 「列国 ・小国」 という名称もある。これについては,「大国」,

「小国」の名称 は左伝の編纂者が恣意的に案出し,使 用 した言葉ではないかと貝塚は疑 う。 こ

の際,左 伝の編纂者は春秋時代から多少とも年を隔てた後代の人であろうということも特記 さ

れている。貝塚は,ま た 「大国」,「小国」 とは本来辞令を司る行人の用語であったものが,一

般化 したものと考え,国 の格式を示す名称 としては,大 国は覇主の国,列 国は独立侯国,列 国

より格式の劣 る小国の3級 となる可能性を示 している。だが彼は,こ の 「大国」,「小国」の名
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称は等級制 としては発展せず,「公 ・侯 ・伯 ・子 ・男」の称号を用いた爵制において等級化が

進んだと考え,諸 侯の位級を考えるにはやはり五等爵を検討することが必要であることを述べ

ている。

「公 ・侯 ・伯 ・子 ・男」の五等爵制に対 しては,貝 塚も郭沫若,傅 期年の研究を挙げ,五 等

爵制の完全な体系化は認め られないことは明白であるとする。但 し春秋諸侯の称号はほぼ一定

しているという盟同和による指摘 も引用 し㈲,郭 沫若,傅 期年が諸侯の称号を全 く不定のも

のとしたことには反対する。貝塚が論初において定義するように,称 号 には位級上下の関係は

現 されていない。位級を決定する資料は 『春秋』経文にみえる会盟時の列次となる。

『春秋』にみえる称号の列次は五等爵の位とは一致 していない。 この点については春秋の会

盟の順位は爵とは無関係であ り,孔 子は魯国の歴史記録に特別な改修は行わなか ったという

『左伝』孔氏正義の解釈を,貝 塚は,大 体 に於いて当を得ているという。 さらに五等爵は 『春

秋』を編纂 した者がその編纂 目的のために,編 纂時に定めた位級であるという顧頷剛の見

解⑳ に対 しては,爵 制の意識は既 に春秋末期 に起原すると反論する。春秋期には覇者が盟主

となって列国や小国を統率 したために国相互間の格式が意識されるようにな り,「大国」,「小

国」 も等級化 しつつあった。そこで諸国にあった様々な称号を盟の際の位次 と関連させ,称 号

を上下位級 として覇者への貢賦定額 と比例させようとした。それが爵制の起原になったという

のが反論の理由である。

その具体例として,先 の鄭の子産と魯の子服景伯の事例を貝塚は再検討する。鄭 は昭公4年,

楚霊王が申で開いた会盟に参加する。楚霊王はこの会盟を斉桓公の召陵の会の例にならうこと

を決め,宋 の左師向戌 と鄭の公孫僑子産 にその礼を問う。ここで子産は伯子男が公 に会すると

いう礼を楚王へ紹介する(28)。

この子産の行動の裏に,覇 者の国の政治圧力による貢賦の要求と,そ れに対 して無制限の貢

献を拒否する政策を貝塚は読み解 く。伯 ・子 ・男をそれぞれ一爵とすることで伯を称する鄭の

負担軽減を狙 ったのである。昭公13年 には晋 による平丘の会が行われている。 ここでも鄭は

「鄭伯は男なり」 とすることで,鄭 が 「侯」を称せず,『 春秋』経文の会盟では常に鄭の下 にあ

る許男 と同列にあることを示 し(29),これによって侯を称する列国よ り貢賦の負担を少額 とす

ることに成功 したと貝塚は考察する。「公 ・侯 ・伯子男」は召陵の会の事例では斉桓公の遺制

とされている。この三等制が 『公羊伝』の記述に一致することから,斉 桓公の遺制 という伝承

は全 く無稽ではないか も知れないことも貝塚は示 し,こ れを斉に起原 し鄭に発展 した三等制で

あると述べている。

魯の子服景伯による 「伯 ・侯 ・子男」は 『札記』曲礼の内容との類似が指摘されている。曲

礼では伯は外においては公,牧 は外においては侯,蛮 族と小国は子という3つ の称号が示され,

「伯(公)・ 牧(侯)・ 子」となる㈹。子服景伯 は哀公13年 黄池の会で呉 と晋が覇者を争 う際,

9



石黒ひさ子

呉 は魯に対 し,呉 の諸侯として,他 の諸侯を引率 し晋に謁見することを求める。 しかし魯は覇

者が諸侯 と会合するときには,侯 が子男を率いて伯に謁見させるのが礼であることを理由とし

てこれを断るのである。貝塚は,こ れを魯国の伝統 と自覚による魯国中心の諸侯制の理論 と理

解する。 また 『札記』曲礼との類似の他,伯 と子 ・男とを区別する点で 『孟子』万章,・『札記』

王制へ もこの魯の伝統が引かれているともみる。ただ 『孟子』と 『左伝』の類似については孟

子の時代の原本 『左伝』との関係に附すべきという。

以上のように貝塚はゴ『左伝』原本部分では五等爵制の意識が希薄で,『春秋』に見える称号

が五等爵制として完成するのは 『札記』王制の製作時代であること,五 等爵制は春秋末期の会

盟時,覇 者への貢賦負担を制限 しようとした方案に起原すること,『左伝』には鄭国 ・魯国の2

つの爵制への方案があり,鄭 案は斉 に起原するもので 『公羊伝』へ,魯 案は 『札記』曲礼,

『孟子』へ系統すること,の3点 を結論として提示 している。

『公羊伝』に対応す る制度は王世民,吉 本によっても指摘 されている。また彼 らは所謂 「疑

古派」 による五等爵制への完全な否定を批判する論点において も一致する。貝塚は五等爵制の

起原を春秋末期の会盟時の序列に始まるとみたが,王 世民,吉 本の研究からは金文にも 「公 ・

侯 ・伯」の序列が見 られることが指摘 された。序列化においては春秋末期以前から存在 してい

た序列が参考にされたといえよう。 しか し称号が五等爵制として解釈されるようになる過程に

おいて複数の方案が存在 したという指摘は貝塚のみにみ られるものであり,こ こが貝塚の論考

において最 も評価される部分である。

さらに貝塚が 『左伝』にみえる鄭の方案を斉の制度,魯 の方案を魯の制度 と解釈 している点

も注 目すべきである。彼の理解は,『春秋』の列次は五等爵に一致 しないため,『春秋』には五

等爵制が意識されず,魯 の歴史記録に改修はないという立場にある。だが,魯 に称号を用いた

序列の案があれば,『春秋』は魯での序列によって記録されるはずである。 しか し 『春秋』経

文における称号の序列を貝塚は検討 していない。

吉本(31)は晋主宰会盟参加国の金文資料を大国 ・列国 ・小国に分けて考察 し,金 文による西

周の王朝的序列 と比較す ることによって 「春秋』経文の 「公(宋)・ 侯(禁 衛陳)・ 伯(鄭)」

も西周期以来の王朝的秩序で理解できるとした。これは 「宋 ・禁衛陳 ・鄭」の序列であると注

記 されているが,貝 塚の論考では明かされなかった 『春秋』における称号の序列がこれによっ

て判明 したのである。

また吉本は経文の記載 と矛盾する 「小国」の称謂は魯が自国の優越を主張すべ く既記 したと

する。このことから彼は 『春秋』経文は魯が作成 し,自 ら改修,編 纂 したと考えていることが

わかる。「公 ・侯 ・伯」に関わる慶記の指摘はないが,貝 塚が魯の理論としたのは 「伯 ・侯 ・

子男」であり,「公 ・侯 ・伯」は貝塚が斉の理論とする 「公 ・侯 ・伯子男」の範疇に入る(32)。

『春秋』経文 に 「公 ・侯 ・伯」の序列があり,ま た 『春秋』には魯による既記があるというこ
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とを解釈すれば,『春秋』は斉の理論 によって魯が書いた年代記であるとしなければならない。

吉本によって 『春秋』にも称号の序列のあることが明かされたが,貝 塚の解釈を尊重すれば,

魯は自国の理論がありながら他国の理論で年代記を作成 したという矛盾が生 じることになった。

吉本は 『公羊伝』については議論 していないが,貝 塚は斉の理論は 『公羊伝』へ,伯 と子 ・男

を区別する魯の理論は 『孟子』・『札記』へ系統されたことも指摘 している。斉の理論と言 う点

では 『春秋』経文は 『公羊伝』と関係するといえよう。

この 『春秋』が斉の理論によるものであるという一見矛盾するかのような結論 は,五 等爵制

とは全 く異なる立場で 『春秋』を扱った平勢隆郎の研究を参照することによって理解が可能で

ある。平勢は 『春秋』の暦 日から分析を初め,文 献上に残された暦 日に加え,竹 簡等出土資料

上の暦 日も用いて暦の分析を行った。これにより戦国中期,暦 法計算による新たな暦が用いら

れるようになったことが判明した。 また,そ の暦は国ごとに異なるものであったことから,暦

日の記載により 『春秋』,『公羊伝』は斉,『左伝』は韓で編纂されたことも明らかになった。

『春秋』が斉の編纂物である点は,貝 塚および吉本の研究から考え られた結果とも共通す る。

平熱が暦の分析を通 じて示 した理論は,貝 塚の五等爵制研究への再評価にも関わる問題 といえ

よう。この視点か ら,次 に平勢の論点を紹介 していきたい。

三 戦 国暦 の研究 によ って明 らか にされ た視点

平勢隆郎は 『春秋』における暦を分析 し,ま ず 『春秋』に現れる暦 日は1つ の暦によるもの

としては矛盾があり,4種 乃至6種 の観象授時暦が使用されていることを想定 しないと説明で

きないとしている。次に彼は戦国時代中期以降に出現する暦法計算によって作 られた暦を出土

史料や伝存の史料から検討 し,ま ず大小月の配置法を明らかにする。この配置法は戦国時代中

期に生み出された暦に共通する。そして暦法計算による暦として㈲紀元前351年 夏正前年末冬

至朔丁亥,(B)前366年 立春朔甲寅,(C:前351年 夏正前年冬至晦翌 日戊子を起算点とする合計6

種の夏正 と楚正 との存在を突き止めた(33)。

㈲の前351年 夏正前年末冬至朔丁亥を起算点 とするのは楚,魏,韓 の暦である。起算点は同

じであるが,楚 正は冬至月を2月 に固定 し,魏 暦は冬至月を11月,韓 暦は正月を冬至月翌々

月に固定する。冬至月の固定や冬至月と正月の関係の固定により,閏 月の置き方が異なること

になり,こ れによってそれぞれ異なった暦となる。

(B)の前366年 立春朔甲寅を起算点 とするものには斉,趙 の暦があり,斉 はll月 を冬至月に

固定 し,趙 は正月を冬至月翌 々月に固定 した。秦か ら漢へ継承され,武 帝改暦によって廃止さ

れたのも(B)の前366年 立春朔甲寅を起算点とする額項暦であり,こ れは10月 を歳首 とする。

これは夏暦の正月を採用 しなが ら,10月 となる楚正の正月を歳首 とするもので,暦 の成立順

序として夏暦,楚 正,領 頚暦が考え られる。

11
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またこの⑬を起算点とすると(A)の紀元前351年 夏正前年末冬至丁亥は朔 にならず,そ の前 日

の晦となり,朔 は戊子 となる。 ここか ら(C)前351年 夏正前年末冬至朔戊子を起算点とする暦が

現れる。 これを用いたのは燕と中山である(鈎)。

つまり6種 の夏正 とは㈹を起算点とする魏,韓,(B)を 起算点 とする斉,趙,(Oを 起算点とす

る燕,中 山の6種 の暦である。楚正は冬至月が2月 と,正 月を過ぎて冬至を迎えるという点で

夏正 とは異なるが,起 算点は㈹と同じである。秦の額項暦は楚正の影響を受けているが,起 算

点は(B)と同じであることも平勢の研究により明らかになった。 これらの暦は起算点か ら分かる

ように,戦 国中期に暦法計算によって求められたものである。

『春秋』が記録された時期 に用いられたのは観象授時暦であ り,そ れは冬至が過ぎた後を正

月とし,閏 月は年末に置 くというものである。『春秋』の暦日では,前 期は冬至を過 ぎて正月

とする,と いう暦が想定できるが,文 公,宣 公以降には冬至を含む月を正月とする,と いう変

化が見 られ,こ れにより4種 乃至6種 の観象授時暦の存在が平勢によ り指摘されたのである。

戦国に作 られた夏正が 「冬至月」 という概念から説明できることから,暦 のあ り方への変化は

認め られるが,こ の時期においても観察授時暦であったことには変わ りはない。

ところがこの戦国中期に成立 した暦を過去に遡 って適用すると,「春秋』,『左伝』の暦日は

特定の国の暦によって説明可能であることを平勢は指摘する。本来の 『春秋』は観象授時暦で

記録 され,一 種の暦では説明がつかないものであったが,『 春秋』経文に記録 される朔 日の多

くは(B)を起算点 とする斉の暦で遡 った場合に合致することを平勢は例示 している。つまり本来

の 『春秋』にあった暦日のうち,斉 の暦に都合のよい朔日だけが選ばれて 「春秋』が編纂され

たとしか考え られない状況が存在するのである。また 『左伝』が特に議論する暦 日とは㈹を起

算点 とする韓の暦が合致する。さらに 『左伝」が 『春秋』に記録がない朔 日を補 っている場合

には,斉 の暦にはあてはまらないということも平勢は示 し,こ の結果をふまえて,『 左伝』が

韓で編纂され,そ れより先に斉で 『春秋』が編纂 されていたことを指摘する。また 『左伝』 に

斉の暦にあてはまらない朔 日が登場するのは,斉 の暦を用いた 『春秋』を韓で編纂 された 「左

伝』が誹請するためと平勢は考えている。

『公羊伝』 については,『春秋』定公5年 の事例を平勢は検討 している(35:。定公5年 の日食

の 日付を,『 左伝』 の 『春秋』 は3月 辛亥朔,『 公羊伝』 の 『春秋」 は正月辛亥朔 としてい

る(36)。『公羊伝』にみえる魯定公5年 正月辛亥朔は斉の暦に,『左伝』の定公5年3月 辛亥朔

は韓 の暦に合致する。 ここから 『公羊伝』 も戦国斉の暦を遡 らた暦 日を使用していることが平

勢の研究によって判明 した。斉の暦は前366年,韓 の暦は前351年 から起算されるから,『春

秋』 および 『公羊伝』,『左伝』の編纂時期 もそれ以降の時期 と考えられよう。

以上に要約 した平勢の研究は五等爵制を直接扱 ったものではない。 しか し貝塚が五等爵制の

起原を考える上で 「公 ・侯 ・伯子男」は斉の遺制であ り,『公羊伝』へ系統するとしたのは正
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しか ったことが平勢による暦の研究か ら指摘できるのである。上述のように 『春秋』及び 『公

羊伝』には斉の暦が用いられ,斉 で編纂されたことが明らかになった。 ここか ら 『公羊伝』が

主張する 「公 ・侯 ・伯子男」三等制も戦国時代の斉の制度 と考えられるか ら,貝 塚の指摘通 り

『左伝』にみえる 「公 ・侯 。伯子男」 もまた斉の制度 といえよう。

さらに貝塚が議論 しなかった 『春秋』経文について,吉 本は 「公 ・侯 ・伯」の序列のあるこ

とを指摘 した。これは三等制である斉の制度の範疇に入るものである。吉本のいうように 『春

秋』が魯によって改変されたとみなすと,つ まりは斉の理論を魯が用いた改変とな り,理 解し

難い。だが平勢による理解のように 『春秋』の再編が斉 によって行われたとすれば,『 春秋』

に斉による爵位の序列が考えられ,吉 本による 『春秋』の 「公 ・侯 ・伯」の析出も妥当である

と理解できる。

貝塚が五等爵起原の別案として提出したのは魯子服景伯による 「伯 ・侯 ・子男」であ り,こ

れを彼は魯の制度 と考えた。『春秋』は魯の記録 という体裁をもち,な おかつ斉の暦を用いて

再編された ものである。『春秋』にない朔 日を 『左伝』が伝文に補っている場合 は,斉 ではな

く韓の暦に合致 した朔日であることを指摘 した平勢は,こ れは韓で編纂された 『左伝』が,韓

の暦によって 『春秋』が斉の暦を用いることを誹請するものであると考えた。『左伝』が五等

爵制について斉と魯の2方 案を示すことも,『左伝』が 「春秋』を誹諺 したという考え方を応

用できよう。吉本が気づいたように,『春秋』 を詳細に検討すると 「公 ・侯 ・伯」の序列がみ

えるが,こ れは 『左伝』によると斉の遺制であるとわかる。 ところが 『左伝』をさらに読むと,

魯には別の序列があったことがわかる。そこで 『春秋』が魯で編纂 されたのではないことがわ

かるという仕組みが 『左伝』には存在するのである。

貝塚は 「『左伝』原本部分」を抽出することによって爵制 について2つ の方案を発見 した。

だが上記のように考えると,こ の2つ の方案は 『左伝』が意図的に採用 した説話であった と推

測される。貝塚は 『春秋』 は魯の記録そのものとみなし,「書目」のような春秋の書法を述べ

た部分の成立は最晩期であると考えた。だが平勢による暦の分析によって 『春秋』が戦国中期

以降に再編 された ものであることが確認 された。従って 『春秋』経文および 「春秋の書法」的

部分もまた戦国中期以降の編纂 と考えることができる。考え方は異なるが,貝 塚が 「書目」等

の部分を最晩期の成立とみたことは,結 果 として正 しかったともいえる。

平熱 は 『左伝』を,【経文引用】,【経文換言 ・説話】,【経解】,【説話】(地 の文 と会話文),

【説解】,【凡例】・【君子日】,の6つ に内容分類する㈹。 このうち,【経文引用】,【経文換言 ・

説話】,【経解】,【説解】は 「春秋の書法」的部分であり,本 来の 『春秋』伝を戦国期に二次利

用 したものである。【説話】についても会話部分には戦国的表現があり,そ のままでは春秋時

代を語 るべきものにはならない。【凡例 ・君子日】の部分は 『左伝』編者が自分の意見として

提示 したものである。【説話】の地の文の内容自体は古 くか らのものと考えられる。だが地の
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文でも爵位など正統観 に関わる場合には 『左伝』編者の影響を考慮 しなければならないとして,

爵位については慎重に対処すべきことを平勢は指摘 している。

貝塚が 「『左伝』原本部分」として考察 したものを内容分類に併せて考えてみると,昭 公4

年 「献伯子男会公之礼六」は[昭 公4-2【 説話】(地 の文)]と なり,昭 公13年 「鄭伯男也」

は[昭 公13-6【 説話】(会話文)],哀 公13年 「伯合諸侯,則 侯帥子男,以 見於伯」は[哀 公

13-A【 説話】(会 話文)]と なる。【説話】地の文 も含まれるが,同 様の内容 となる 「鄭伯男」

は 【説話】会話文にあり,「五等爵制起原の2方 案」はいずれ も 【説話】会話文にあることか

ら,こ の部分において も 『左伝』編纂時の影響を考えなければな らない。 また嚢公15年 「王

及公侯伯子男旬采衛大夫」は[裏 公15-A【 君子日】]に 分類 され,こ れは 『左伝』編者の意

見とみることができる。貝塚はこれを 「春秋の書法」 と同様に退けている。春秋時代の実態を

考える上では正 しい選択だが,『左伝』の主張は実はここにあるのである。例えば頭韻剛がこ

の内容を五等爵制の実態 と理解 したことは,『左伝』編者の本来の意図,則 ち韓の主張する制

度を支持 したのだといえる。

平勢は内容分類によって 「左伝』における戦国的要素を明 らかにした。それにより 『左伝』

編纂の意図が明 らかにされた。貝塚 も 「『左伝』原本部分」を明らかにするために 『左伝』の

史料批判を行 った。その方法は平熱とは異なるものであ り,春 秋期より後の時代の要素を十分

に排除できたとは言い難いが,鄭 の子産,魯 の子服景伯による2つ の方案を見出したことは評

価 されるべきである。

五等爵の起原 には複数の方案が存在 し,斉 案は 『公羊伝』へ,魯 案は 『孟子』,『札記』へと

文献上の記載に系統 している。ここか ら暦が国ごとに存在 したように,爵 位制度も国ごとに考

えられたことが推測される。平勢による暦の検討か らは,西 周以前から春秋期 における観象授

時暦の存在 と,戦 国中期の暦法計算による暦の作成が判明 している。 さらに暦法計算による暦

で遡 った暦 日の利用も明らかにな った。

「五等爵制」 の問題 も,こ の暦と同様,西 周か ら春秋期における 「称号」の存在,戦 国中期

に各国それぞれにおける 「称号」相互間の序列の存在,そ の序列を利用 した文献の編纂といっ

た順序が考え られよう。だが伝承 されてきた文献上には,そ の文献が編纂された時期に暦法計

算によって遡った暦 日も残されている。つまり実際には観象授時暦のみが使用されていた時期

の記録である文献で も,暦 日には暦法計算 によって遡 ったものが存在 している。このため暦法

計算が発明される時期より以前から,暦 法計算による暦が存在 したと誤解されてきた。また暦

法計算による暦は複数あり,戦 国期には国ごとに存在したが,こ のことも平勢による暦の研究

以前には想定されていなかった。五等爵制 もまた,伝 統的な解釈においては古来より爵位制度

が存在 し,序 列化されていたかのように考え られてきた。こうした類似性を考慮す ると,戦 国

中期の諸国にとって,国 相互間の序列化 も暦と同様,重 要問題であったのではないかと推測さ
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れる。

貝塚は 『左伝』【説話】の内容を検討 し,そ の中に斉 ・魯の制度を見出した。これは 『左伝』

を史料とみる上での留意点を指摘 したもので もある。『左伝』を史料と して扱うには内容分類

が必要である。貝塚は 「『左伝』原本部分」 としたが,こ れは会話文 も含めた 【説話】部分に

あたる。貝塚は 【説話】以外の内容に引きずられることがなか ったたあ,五 等爵の起原 に関わ

る斉 ・魯の制度という事実を見出す ことに成功 したともいえよう。だが 【説話】会話文には戦

国的表現が含まれてお り,編 纂時に加えられた内容があることに注意する必要 もある。貝塚の

見出 した2つ の制度が斉と魯のものであったことは,『 公羊伝』 と 『春秋』の編纂が戦国時代

の斉で行われていたことと深い関係を持つものであった。平勢 による暦の研究と 『左伝』の研

究 とに基づいて,貝 塚の五等爵制研究を再評価す ることによって,戦 国中期には五等爵制の議

論が複数存在 し,そ れが 『左伝』,『公羊伝』,『春秋』にも反映されているという,従 来意識さ

れてこなかった事実が判明 したのである。

四 結 語

本稿では五等爵制について,貝 塚の 『左伝』に関する論考の再評価を試みた。 その最 も評価

すべき点は,「左伝』を用いて五等爵制にかかわる斉 ・魯 という複数の方案を見出したことで

ある。本稿では貝塚の用いた 「方案」という用語を使用 してきたが,こ れも爵位制に対するい

くつかのプランが存在 し,そ の中の1つ の方法である,と いう意味で敢えて 「方案」 という語

を用いたものである。貝塚は,ま ず 「称号」が存在 し,そ れが春秋末期における会盟時の序列

に用いられることによって再構築 され,複 数の方案を経て,『 札記』王制にみえる 「五等爵制」

として整理されたと考えた。 しかし近年の五等爵制研究は西周以来の連続性を重要視 し,貝 塚

の見解には注意が払われてこなかった。

「五等爵制」をめぐって,傅 期年,郭 沫若 らの研究が発表 された時期には,そ れが実在の制

度 として存在 したか否かが問題 とされた。その結果五等爵が古来より存在 し続けたことが否定

された。そしてこの時期の研究では戦国以降に爵位の序列化が始まったことも指摘された。つ

まり戦国期 に 「五等爵制」の画期が存在 したことが論 じられたのである。貝塚の 「五等爵制」

に関する見解 も,研 究史的にはこの時期の研究に含まれる。

しかし,傅 期 年,郭 沫若 らの研究と時期を同じくして,盟 同和は国ごとの 「爵号」は全 くの

不定ではな く,ほ ぼ一定 していることを指摘 している。王世民の研究ではこの指摘が引用され,

この研究以降,五 等爵は西周以来の制度として検討されるようになった。金文資料を検討 した

王世民は,西 周から春秋にかけての実態として 「侯」が一般的な称号であり,「公」は王の卿

士,「 伯」 は畿内国の君主 を指 したと整理する一方で,「 爵号」 は一定 して用いられたとし,

『公羊伝』の 「公 ・侯 ・伯」三等制への連続性 も指摘 している。こうして戦国期に 「五等爵制」
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の画期をみるよりも,西 周以来の連続性に視点が移っていったのである。その後 『春秋』にお

ける五等爵が検討されたのも,「五等爵制」は文献上に明確な形で現れる以前から,制 度とし

て存在 していたという流れから理解できる。

ところが戦国中期に暦の画期が存在 し,『春秋』,『左伝』,『公羊伝』等の文献もこの時期の

編纂物であることが明らかになった。春秋以前にも暦はあったが,性 格の異なるものであった。

それが戦国中期に国ごとの新 しい暦となったのである。暦が存在するという点では西周以前か

ら暦 は存在す る。五等爵制 も,そ の爵位となった称号は西周以前か ら存在する。春秋以前の暦

は観象授時暦であった。「称号」 も王世民が西周 ・春秋の金文 によってその実態を明らかに し

ている。 これを五等爵制の原型とみることは,観 象授時暦を暦の原型 とみることと同様,間 違

いではない。ただ戦国中期に完成 した暦法計算による暦が,そ れ以前の暦と非常に性格が異な

るように,「五等爵制」 もまたそれ以前の 「称号」 とは性格が全 く異なる。 その変化は西周以

来の連続性よりも,1つ の画期があったことの重さを示す ものといえよう。

貝塚は五等爵制の起原として複数の方案のあることを示 したが,こ れは研究史においては全

く無視されてきた。だが暦の事例を参照すれば,観 象授時暦が戦国中期に各国のそれぞれの暦

とな ったような変化が,爵 制についても想定できよう。各国ごとに 「称号」を使う場があり,

そこでは西周から伝来 した漢字による号が用いられた(38)。「称号」に用 いられる漢字による号

は類似 したものだが,用 いるのはそれぞれの国ごとである。国ごとに存在 した序列の,個 別の

違いを明らかにするのは困難だが,西 周から伝来 した漢字による号を用いるという共通の部分

を議論す ることは可能である。そして,そ のような議論は各国ごとの序列の違いが意識された

戦国期にすでに存在 したのである。

貝塚の論考 も,結 果としてこの部分を検討 したことになり,貝 塚はそれを 『左伝』文章の性

質から判断 したのである。その手法は 『左伝』の文章に新旧の相違を見出す ものであった。 こ

れは,平 勢が 『左伝』の史料批判研究で示 した内容分類によるものほど体系的ではなく,ま た

会話部分の活用 という視点 も明らかではなかった。 しか し先行 して示された非凡な視点が存在

している。貝塚の採用 した方法は有効であったが,『 左伝』を分析 した結果 として戦国的要素

をも含むものを論じている。従 って春秋末期の会盟時に五等爵制の起原を貝塚は求めているが,

それが会盟時の事実であったのか,会 盟時の記録を もとに戦国中期の 「左伝』編纂時期に再編

集 されたのかは断定できない。ただ春秋末期の会盟のあ りようが重要視されていたことは確か

であるといえよう。そして,こ の間,称 号を序列化 した制度が国ごとに存在し,そ れが 『春秋』,

『公羊伝』や 『左伝』の内容に反映 されていることが,貝 塚の具体的検討によって理解 された

のである。

このことは戦国中期に 「西周以来の伝統」のように見える制度を新たに創 り出すという努力

がなされ,そ れがこの時期を考える上での重要点であることを再度認識 させるものである。近
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年の五等爵制研究では西周以来の連続性に重点が置かれてきたが,五 等爵制の研究においては

貝塚が指摘 したように,複 数の制度の存在が検討されるべきである。春秋末期から戦国中期に

かけて,「称号」を爵位 とみなす画期となるべき1つ の時期があったこともより深く考えるべ

きである。 また今後においては貝塚が見出 した事例以外 に,「五等爵制」に関わる他の方案が

見出せるかを検討することも必要である。

他 の方案 といえるものに,王 世民による楚系青銅器における 「公」,「君」号の指摘があ

る(39)。楚については王世民の説に先行 して平勢に楚の県管領者の称謂への見解があり(40),「君」

が一般的で 「公」は特別な存在であると述べられている。 これは楚における事例 として検討す

べきものである。また陳藥は 『春秋大事表列国爵制及存滅表言誤異』(41)後序で国ごとに伯 ・子 ・

男があることを論 じ,こ れは後世の儒者或いは当時の諸侯自らが特定国を誹請するために用い

たとする。陳藥は同時に公 ・侯の循称 も想定 し,そ の実態は見きわめがたいとしているが,そ

こには貝塚が指摘 した以外の方案を見出すたあの手掛かりが含まれているといえよう。 この視

点への再評価 も必要であることを最後に指摘 しておきたい。
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ReconsiderationoftheFivePeerageRank

SystemofAncientChina

ISHIGUROHisako

Thispaperattemptstore-evaluateaseriesofpapersbythelateKAIZUKAShigeki

ontheFivePeerageRankSystemofAncientChina.ReferringtotheZπoz伽 απ,

KAIZUKAarguedthattheoriginsoftheFivePeerageRankSystemmaybetracedback

totheThreePeerageRankSystemsadoptedbyQiandLustatestowardtheendofthe

SpringandAutumnPeriod.WhileIvaluethispointraisedbyKAIZUKA,fewSinolo-

gistshavepaidattentiontohisargumentbecausethesescholarshavebelievedinthe

traditionalviewthatemphasizedthecontinuityofpeerageranksystemssincetheWest-

ernZhouPeriod.

Recentresearcheshavemadeitclear,however,thatthemiddleWarringStatesPe-

riodwasanimportantepochforthecalendricalsystemofancientChina.Wenowknow

・thateachstateduringtheWarringStatesPeriodadopteditsownnewcalendar .Owing

totheresultsofresearchintothecalendricalsystem,wehavelearnedthattheC枷 ηg勿,

Zπoz枷 αη,andGongyangzhuanwerecompiledinthemiddleWarringStatesPeriod.Asin

thecaseofthecalendricalsystem,theauthorarguesthatnotonlyQiandLu,asdis-

cussedbyKAIZUKA,butotherstatesintheWarringStatesPeriodadoptedtheirown

peerageranksystems.AnimportantcontributionbyKAIZUKAwastheimplication

thatcourttitlesthathadexistedbeforewereadoptedtothenewpeerageranksystemin

ordertosystematizethecourtorder.Thetransformationofthecourttitlesintothe

peerageranksystemcoincidestheepochincalendricalsysteminthemiddleWarring

StatesPeriodinasensethateachstateadopteditsownnewsystem.Thiswasprobably

aresultofeachstate'sefforttocreateasystemthatwassimilartothe"WesternZhou

tradition."KAIZUKAsuccessfullyshowedexamplesoftheevolutionofpeeragerank

systemsintheWarringStatesPeriod,referringtothecasesofQiandLL.Itisnow

necessarytoinvestigateintothecasesofotherstatesinordertogainfurtherunder-

standingabouttheFivePeerageRankSystem.

Keyword':AncientChina;Peerageranksystem;WarringStatesPeriod;Calendricalsystem;Politi-

calorder.
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